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 富山県教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定め、公表す 

る。 

  平成31年３月29日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 渋  谷  克  人  

富山県教育委員会訓令第１号 

                                本  庁  

                                出先機関  

                                教育機関  

   富山県教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 富山県教育委員会事務決裁規程（昭和63年富山県教育委員会訓令第１号）の一部 

を次のように改正する。 

 別表第１の１共通専決事項⑴の表室課長専決事項の欄第５号中「法令等の規定に 

より期間を定めて一般の閲覧等に供されたもので、当該期間が終了したものに限る」 

を「一の開示請求に係る公文書の名称その他の公文書を特定するに足りる事項が全 

ての室課及び出先機関にわたるものを除く」に改め、同欄第６号中「法令等の規定

により期間を定めて一般の閲覧等に供されたもので、当該期間が終了したものに限

る」を「一の開示請求に係る保有個人情報が記載されている公文書の名称その他の

保有個人情報を特定するに足りる事項が全ての室課及び出先機関にわたるものを除
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く」に改め、同欄中第15号を第16号とし、第７号から第14号までを１号ずつ繰り下 

げ、第６号の次に次の１号を加える。 

 ⑺ 保有個人情報の訂正又は利用停止の決定に関すること。 

 別表第１の１共通専決事項⑴の表出先機関等の長専決事項の欄第４号中「法令等 

の規定により期間を定めて一般の閲覧等に供されたもので、当該期間が終了したも 

のに限る」を「一の開示請求に係る公文書の名称その他の公文書を特定するに足り 

る事項が全ての室課及び出先機関にわたるものを除く」に改め、同欄第５号中「法 

令等の規定により期間を定めて一般の閲覧等に供されたもので、当該期間が終了し 

たものに限る」を「一の開示請求に係る保有個人情報が記載されている公文書の名 

称その他の保有個人情報を特定するに足りる事項が全ての室課及び出先機関にわた 

るものを除く」に改め、同欄中第18号を第19号とし、第13号から第17号までを１号 

ずつ繰り下げ、同欄第12号中「３日」を「５日」に改め、同号を同欄第13号とし、 

同欄中第11号を第12号とし、第６号から第10号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の 

次に次の１号を加える。 

 ⑹ 保有個人情報の訂正又は利用停止の決定に関すること。 

 別表第３第１項中「（海外旅行（学校の教員に係るものを除く。）に係るものを 

除く。）」を削る。 

   附 則 

 この訓令は、平成31年４月１日から施行する。 

                           （教・教育企画課）  
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